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「令和５年度 宮崎労働局行政運営方針」を策定 

 

宮崎労働局（局長 坂根 登）は、「令和５年度 宮崎労働局行政運営方針」を策定しました。 

働き方改革推進の取組を中心に、均等・基準・安定・総務等の取組を掲げ、地域のニーズを踏ま

えた効果的・効率的な行政運営に取り組んで参ります。 

また、本方針に沿った取組とあわせて、所管する法制度や施策の内容、それらの取組の成果等に

ついて地域の皆様にさらにご理解いただけるよう、積極的な情報発信及び広報に努めて参ります。 

 

≪宮崎労働局における主な取組≫ 

◎最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等 

◎個人の主体的なキャリア形成の促進 

◎安心して挑戦できる労働市場の創造 

◎多様な人材の活躍促進 

◎多様な選択を力強く支える環境整備 

◎労働保険適用徴収の適正な運営 
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